
公民2章　人権の分類28問

全ての人が平等に扱われる権利

自由を保障する権利

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利

働く権利 労働者が労働組合を作る権利

人間らしい生活を保障する権利
労働者の立場を守るための権利 労働者が使用者と集団で交渉する権利

能力に応じてひとしく教育を受ける権利 労働者が集団でストライキなどをする権利

国会議員や地方議員などを選ぶ権利

国会議員地方議員などに立候補する権利

政治に参加する権利 最高裁判所の裁判官を直接審査する権利

憲法改正のさいに投票する権利

国や地方自治体に要望をする権利

裁判所において裁判を受ける権利

国に一定の行いを要求する権利 公務員の行為によって損害を受けたさいに賠償を求める権利

刑事裁判で無罪判決を受けた人が補償を求める権利

良好な環境を求める権利 自分の生き方を自分で決定する権利

憲法に直接に明記されているわけでは
ないが，保障されるべき人権 必要な情報を受け取る権利 個人の私生活を公開されない権利

26　　　　自己決定権

28　プライバシーの権利

思想・良心の自由

信教の自由

集会・結社・表現の自由

学問の自由

奴隷的拘束・苦役からの自由

法定手続きの保障

逮捕・捜索などの要件

拷問・自白の強要の禁止

居住・移転の自由

職業選択の自由

財産権の保障

10　　　　団結権

11　　　　団体交渉権

12　　　　団体行動権

21　　　裁判を受ける権利

22　　　　国家賠償請求権

23　　　　刑事補償請求権

25　　　　環境権

27　　　　知る権利

3　　　　精神の自由

4　　　　身体の自由

5　　　経済活動の自由

7　　　　生存権

8　　　　勤労の権利

9　　　　労働基本権

13　　　　教育を受ける権利

15　　　　選挙権

16　　　　被選挙権

17　　　　国民審査権

18　　　　国民投票権

19　　　　請願権
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6　　　　　社会権

14　　　　　参政権

20　　　請求権

24　　　新しい人権
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